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８時４５分～１７時１５分（祝日除く）
����と������でお受けします。でお受けします。
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▼�����５～７月＝第１期
　　　　　　９～１１月＝第２期
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たくさんのお友だちと一緒に遊べる！
お母さんの友達の輪も広がります。
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今年も開催します。
お楽しみに！
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お子さんのことで気になること、お困りの
こと、どんなことでも一人で悩まず気軽に
ご相談ください。
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おもちゃや紙芝居の
貸し出しをします。
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▼����　受付時点で満1歳6カ
月から就学前の子と母親。
▼�����　
���������ほか
◎火曜コース　
5月10日～7月26日（毎週火曜）
◎金曜コース　
5月13日～7月29日（毎週金曜）
����������

◎水曜コース　
5月11日～7月27日（毎週水曜）
◎木曜コース　
5月12日～7月28日（毎週木曜）
※各コース全12回開催。
▼��　10時～11時30分
▼��������子供一人につ
き500円
▼����　4月18日（月）～22日
（金）（受付は10時～15時）
▼�����　�本町地区＝西保
育所 �西部地区＝ふとみ保育所
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　役場の組織変更に伴

い部や課名が変わりま

した。
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��　企画部まちづくり推進課�
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企画部秘書課�������

福祉部子育て担当�������
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建設部・水道部������

建設部区画整理担当������
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　平成１６年度課税の町道民税・固

定資産税・国民健康保険税・軽自

動車税は５月３１日までに全て納め

てください。完納できない場合に

は、給料・財産・預貯金等の差押

さえなどの滞納処分の対象となっ

てしまいます。完納が難しい場合

には、納税課納税係までお気軽に

ご相談ください。また、毎月第２・

第４木曜日に開設している夜間相

談窓口もご利用ください。

▼���　納税課納税係（�23－

2330）
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　近年、国内外を問わず頻発して

いる大規模な地震。我が家は大丈

夫？と皆さんがご心配されている

ことと思います。

　倒壊の危険はあるのか？どこに

相談すれば良いのか？など、ご心

配のある方のご相談に建築住宅係

が応じます。　家の図面などをお

持ちの方は、持参してください。

図面をお持ちでない方

もお気軽にご相談にお

越しください。

���　建設課建築住

宅係（�23－3147）
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①住民生活課住民生活係（役場）

②太美出張所（太美郵便局内）
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　保険料は、窓口受付時に、現金

でお支払い願います。

����住民生活課住民生活係

（�23－3209)
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　町民または町内に通勤・通学し

ている方が、年間360円（1口）の

掛け金で、交通事故や道路を歩行

中の事故などに最高100万円の保

険金が支払われます。保険期間は

平成18年3月31日までです。　

　花の育成管理に関する知識や技術・花の扱い方に関する
知識を持つ人で、北海道知事の認定を受けています。
　現在「花壇づくりのデザイン・花種選定のアドバイス・
花に関する研修会や講習会」などの講師として各地域で活
躍中です。

　町は「美しく住み良いまち」を目指し、
花を活かしたまちづくりを進めています。
　「とうべつフラワーマスター連絡会」に所
属する７名のフラワーマスターが、花に関
する相談に応じたり、助言･指導を行って
います。
　個人や団体で花に関するアドバイスを受
けたい場合は事務局へご連絡ください。　
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��事務局　美しいまちづくり課 
 　　（�23－3073/�25－5555）
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�9時３０分～

       １0時30分
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�11時～１2時と

　１３時～１４時３０分
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   15時～１６時３０分

�１６歳から６９歳までの健康な方。

�６５歳以上の方は、献血を経験

(60～６４歳）している方。
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荒戸恵子さ
ん

(樺戸町)
佐藤宏司さ

ん

(太美町)
佐藤さよ子さ

ん

  (太美町)

�木馥美さ
ん

　(弥生)
菅 純子さ

ん

(六軒町)
代表　森本 茂さ

ん

　（獅子内)
長尾正枝さ

ん

　(弥生)
土の性質
差し木・差し芽

ハーブ
ハンギング

土づくり
苗づくり
エクステリア

ハンキング
花の特性
花の種子

苗のつくり方
整形花壇
種のまき方

バラづくり
宿根草

バラづくり
宿根草
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